
備南水道企業団建設工事等最低制限価格取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、備南水道企業団の契約に関する規程（昭和５３年管理規程第４号）に基

づき建設工事等の請負契約を締結する場合の競争入札において、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の１０第２項及び令第１６７条の１３に

おいて準用する令第１６７条の１０第２項の規定に基づき、最低制限価格を設定する場合の

取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（対象） 

第２条 最低制限価格を設定する対象は、競争入札に付する備南水道企業団（以下「企業団」

という。）が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定

する建設工事をいう。以下同じ。）及び次に掲げる業務とする。 

(１) 測量業務 

(２) 建設コンサルタント業務 

(３) 地質調査業務 

(４) 補償コンサルタント業務 

(５) 漏水調査業務 

(６) 造園業務 

（最低制限価格の算定方法） 

第３条 最低制限価格は、次の計算式により算定した額（千円未満切り捨て）に１００分の１

１０を乗じて得た額とする。 

  予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた額×（ 最低制限価格基準率＋（０．０

００５Ｘ＋０．００００５Ｙ）） 

ただし、Ｘ及びＹは、０から９までの１単位の変数とする。 

２ 建設工事における最低制限価格基準率は、次の計算式により算出した率（小数点第３位以

下を切り捨てた率）とする。この場合において、当該計算式によって得られた率が０．７７

未満の場合は０．７７とし、０．９２を超える場合は０．９２とする。ただし、建設工事に

家屋調査及び境界復元等の委託業務が含まれる場合にあっては、下記計算式の各項目から当

該委託に係る費用を除いた数値を基に算定するものとする。 



（ 設計上の直接工事費×０．９７＋共通仮設費×０．９０＋現場管理費×０．９０＋一般

管理費×０．６８）÷工事価格 

３ 前条第１号から第５号までにおける最低制限価格基準率は、０．７５とし、前条第６号に

おける最低制限価格基準率は、０．７２とする。 

４ 入札執行者は、入札者が入札書を指定の場所に提出後開札前 (郵便による入札の場合は、

開札直前とする。） において、入札者を代表する者に０から９までの変数を決定する抽選を

２回行わせるものとし、１回目の数値をＸに代入し、２回目の数値をＹに代入して最低制限

価格を算定する。 

５ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内であって前各項の規定により算定した額以上の入札

の数が１以上あれば、当該価格を最低制限価格として決定するものとする。ただし、予定価

格の制限の範囲内のすべての入札が当該価格を下回った場合は、第１項の規定に基づいた計

算式により、Ｘ及びＹに０を代入して算定した額を最低制限価格として決定するものとする。 

６ 入札執行者は、当該入札の開札後直ちに前各項の規定により最低制限価格を決定し、入札

者（郵便入札の場合は、立会人とする。）に発表するものとする。 

（最低制限価格の計算式等の公表） 

第４条 最低制限価格の計算式は、インターネット上の備南水道企業団のホームページに掲載

することにより一般の閲覧に供するものとする。 

２ 最低制限価格は、落札者が決定した日の翌日からインターネット上の備南水道企業団のホ

ームページに掲載するほか、当分の間、当企業団事務所においても書面により一般の閲覧に

供するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２１年１０月１日から施行する。 

（関係要領の廃止） 

２ 備南水道企業団建設工事及び測量、建設コンサルタント業務等の最低制限価格計算式の公

表等の試行に関する要領（平成１５年６月１日施行）は廃止する。 

（経過措置） 

３ この要領の施行前に公告した一般競争入札又は通知した指名競争入札については、なお従

前の例による。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２２年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行前に公告した一般競争入札又は通知した指名競争入札については、なお従

前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２３年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行前に公告した一般競争入札又は通知した指名競争入札については、なお従

前の例による。 

附 則 

 この要領は、平成２４年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２５年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２８年５月１７日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３０年６月８日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和元年８月１０日から施行する。 

附 則 



 この要領は、令和元年１０月１５日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和２年６月１９日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和４年６月１５日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和５年４月２１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和５年６月１９日から施行する。 


